
 
第６回   
・ 中間のまとめ骨子案作成に向けての議論 

 

 

今後の（仮称）墨田区協治（ガバナンス）推進条例検討委員会検討フロー（案） 

 
 

 
 

資料３ 

 
起草委員会 

 

・「中間のまとめ素案」起草 
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第７回 

 
・「中間のまとめ案」についての議論 
 

 
中間のまとめ骨子案 

 
第８回 

 
・「中間のまとめ」についての議論 
 

 
第９回～ 

 
・答申案作成に向けての議論 
 

 

 

 

 

 

 

区民意見交換会 

の開催など    

幅広い区民等 

からの意見を 

把握、反映 

 
（仮称）墨田区協治（ガバナンス）推進

条例検討委員会設置要綱（専門部会） 
第７条 委員会が必要と認めたときは、

専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会の委員は、委員のうちから

会長が指名する。 
３ 前２号に定めるもののほか、専門部

会に必要な事項は、委員会が定める。 

 
中間のまとめ 


